
令和 5年 5月 10日 

 

ご家族様各位 

介護老人保健施設あまさぎ園 

施設長 斎藤 均 

（公印略） 

面会制限の緩和について（お知らせ） 

 

新緑の候、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

日頃より当施設の感染対策にご協力頂きご家族の皆様には誠に感謝申し上げ

ます。コロナ感染症における感染法上の扱いが 2類から 5類へ引き下げられた

ことを受け、5月 10日より今まで行っていた面会方法を一部緩和する事としま

した。面会方法につきましては下記の通りとさせていただきます。 

 

①面会は基本的に県内、県外問わず、誰でも面会可能とさせていただきます。 

ワクチン接種の有無や抗原検査の実施も致しません。 

 

②面会時間は 1 回 15分までとさせて頂きます。面会人数は 3名までとさせてい 

ただきます。 

 

③面会可能時間は月曜～金曜午前 9：30～11：30 午後 1：30～16：00 

           土曜午前 9：30～11：30 となります。 

 祝日の面会につきましてはご相談下さいますようお願い致します。  

 

④面会場所について１階療養棟利用者様は玄関ホール、２階療養棟利用者様は 

２階の面会室で行っていただきます。アクリル板は設置しません。 

 

⑤面会希望時は電話にて必ず予約をお願いします。他の方の面会が入っている 

 場合等希望のお時間に添えない場合もございますのでご了承下さい。 

 

⑥面会時はマスクの着用、アルコール消毒、体温測定をお願いします。 

面会時の抗原検査、PCR検査は行いませんので、面会者様の体調管理を 

お願い致します。（体調不良者の面会はご遠慮下さい） 

 

※インフルエンザ同様感染の流行が確認された場合には面会制限をさせて頂く

場合もございますのでご了承下さい。 

何かご不明な点がございましたらあまさぎ園までお問い合わせください。 

介護老人保健施設あまさぎ園 

TEL 0184-62-5001 


